
JP 2019-42393 A 2019.3.22

10

(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】処理槽における液体の貯留量を抑え、処理槽に
液体を導入する時間を短縮できる、内視鏡リプロセッサ
を提供する。
【解決手段】内視鏡リプロセッサ１は、内視鏡を配置す
る処理槽２１と、処理槽２１に液体導入を行う液体導入
部Ｓと、内視鏡の少なくとも一部を覆う押さえ板１３１
と、押さえ板１３１を処理槽２１の底面へ向けて移動さ
せる移動部１２１と、押さえ板１３１の水深を検知する
液体センサ１４１と、液体導入部Ｓに液体導入の指示を
行い、液体センサ１４１の検知結果に応じ、液体導入部
Ｓに液体導入の停止の指示を行う制御部９６と、を含む
。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内視鏡を配置する処理槽と、
　前記処理槽に液体導入を行う液体導入部と、
　水深方向に進退可能となるよう前記処理槽内に配置され、前記処理槽に配置された前記
内視鏡の少なくとも一部を覆う押さえ板と、
　前記押さえ板が前記内視鏡を前記処理槽の底面へ向けて押すように、前記押さえ板を前
記処理槽の底面へ向けて移動させる移動部と、
　前記押さえ板の水深を検知する液体センサと、
　前記液体導入部に前記液体導入の指示を行い、前記液体センサの検知結果に応じ、前記
液体導入部に前記液体導入の停止の指示を行う制御部と、
　を含むことを特徴とする内視鏡リプロセッサ。
【請求項２】
　前記処理槽を覆うトップカバーを含み、
　前記移動部は、前記トップカバーと前記押さえ板とに接続されたバネである、
　ことを特徴とする請求項１に記載の内視鏡リプロセッサ。
【請求項３】
　前記移動部は、前記押さえ板に設けられたおもりであることを特徴とする請求項１に記
載の内視鏡リプロセッサ。
【請求項４】
　前記液体センサは、
　前記押さえ板に配置された第１液体センサと、
　前記第１液体センサから所定距離離れて前記押さえ板に配置された第２液体センサと、
　を含むことを特徴とする請求項１に記載の内視鏡リプロセッサ。
【請求項５】
　前記移動部は、前記押さえ板を支持する支持柱に外挿される、請求項１に記載の内視鏡
リプロセッサ。
【請求項６】
　前記移動部は、前記液体センサに外挿される、請求項１に記載の内視鏡リプロセッサ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内視鏡リプロセッサに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、被検体に使用された内視鏡の再生処理を行う内視鏡リプロセッサがある。内視鏡
リプロセッサでは、ユーザーが、トップカバーを開き、内視鏡を処理槽に配置し、トップ
カバーを閉じた後、処理槽に液体を貯留し、内視鏡の再生処理を行う。処理槽では、内視
鏡が液体から飛び出さないように、トップカバーまで液体が貯留されることがある。
【０００３】
　例えば、特開平２００９－２２５８１２号公報には、トップカバーの厚み方向に突出し
た平板状部であって、洗浄槽に嵌合し、洗浄槽内に貯えられている消毒液に接する接液面
を有し、接液面まで消毒液を貯留して内視鏡の消毒を行う、内視鏡洗浄消毒装置が開示さ
れる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平２００９－２２５８１２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００５】
　しかし、従来の内視鏡洗浄消毒装置では、トップカバーまで消毒液を貯留すると、多く
の消毒液が洗浄槽に貯留され、消毒液を洗浄槽に導入する時間が長くなる。
【０００６】
　そこで、本発明は、処理槽における液体の貯留量を抑え、処理槽に液体を導入する時間
を短縮できる、内視鏡リプロセッサを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の一態様の内視鏡リプロセッサは、内視鏡を配置する処理槽と、前記処理槽に液
体導入を行う液体導入部と、水深方向に進退可能となるよう前記処理槽内に配置され、前
記処理槽に配置された前記内視鏡の少なくとも一部を覆う押さえ板と、前記押さえ板が前
記内視鏡を前記処理槽の底面へ向けて押すように、前記押さえ板を前記処理槽の底面へ向
けて移動させる移動部と、前記押さえ板の水深を検知する液体センサと、前記液体導入部
に前記液体導入の指示を行い、前記液体センサの検知結果に応じ、前記液体導入部に前記
液体導入の停止の指示を行う制御部と、を含む。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、処理槽における液体の貯留量を抑え、処理槽に液体を導入する時間を
短縮できる、内視鏡リプロセッサを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の第１実施形態に係わる、内視鏡リプロセッサの構成の一例を示すブロッ
ク図である。
【図２】本発明の第１実施形態に係わる、内視鏡リプロセッサの液体検知機構の構成の一
例を説明するための説明図である。
【図３】本発明の第１実施形態に係わる、内視鏡リプロセッサの押さえ板の構成及び液体
センサの配置の一例を示す上面図である。
【図４】本発明の第１実施形態に係わる、内視鏡リプロセッサの液体センサの構成の一例
を説明するための説明図である。
【図５】本発明の第１実施形態に係わる、内視鏡リプロセッサの処理槽に内視鏡を配置し
た状態を説明するための説明図である。
【図６】本発明の第１実施形態に係わる、内視鏡リプロセッサの処理槽に液体を貯留した
状態を説明するための説明図である。
【図７】本発明の第２実施形態に係わる、内視鏡リプロセッサの液体検知機構の構成の一
例を示すブロック図である。
【図８】本発明の第２実施形態の変形例に係わる、内視鏡リプロセッサの液体検知機構の
構成の一例を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、図面を参照しながら、本発明の実施形態を説明する。
【００１１】
　（第１実施形態の構成）
　図１は、本発明の第１実施形態に係わる、内視鏡リプロセッサ１の構成の一例を示すブ
ロック図である。図１では、信号線の図示は省略される。
【００１２】
　内視鏡リプロセッサ１は、汚染された内視鏡Ｅ、及び、内視鏡Ｅの部品又は付属品等の
再生処理を行う装置である。ここでいう再生処理とは、特に限定されるものではなく、水
によるすすぎ、有機物等の汚れを落とす洗浄、所定の微生物を無効化する消毒、全ての微
生物を排除、もしくは、死滅させる滅菌、又は、これらの組み合わせのいずれであっても
よい。付属品は、特に限定されず、例えば、使用時に内視鏡Ｅに装着されて再生処理時に
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内視鏡Ｅから取り外される吸引ボタン、送気送水ボタン、又は内視鏡Ｅの先端部を覆う先
端カバーなどが挙げられる。
【００１３】
　なお、以下の説明において、下方向が重力方向を示し、上方向が重力方向とは反対方向
を示し、高低が重力方向に沿った高さ関係を示す。
【００１４】
　図１に示すように、内視鏡リプロセッサ１は、装置本体１１及びトップカバー１２を含
む。
【００１５】
　トップカバー１２は、装置本体１１の上部に開閉自在に設けられる。トップカバー１２
を開けると、処理槽２１は、外部に露出する。
【００１６】
　処理槽２１は、装置本体１１の上部に設けられ、再生処理を行う内視鏡Ｅが配置され、
洗浄液、消毒液、すすぎ液等の液体を貯留する。
【００１７】
　給水ホース接続口３１は、給水チューブＴｓを介して水道栓Ｗと接続される。また、給
水ホース接続口３１は、給水管路３２と接続される。給水管路３２は、三方電磁弁３３と
接続され、給水ホース接続口３１側から順に、給水電磁弁３４と、逆止弁３５と、給水フ
ィルタ３６とが設けられる。
【００１８】
　給水循環ノズル３７は、三方電磁弁３３の切替え動作により、給水管路３２と送液管路
３８のいずれか一方と連通する。送液管路３８には、送液ポンプ３９が設けられる。給水
循環ノズル３７は、水道栓Ｗから供給された水、又は、循環口４０から取り込まれた液体
のいずれか一方を処理槽２１に吐出する。
【００１９】
　すなわち、給水ホース接続口３１、給水管路３２、三方電磁弁３３、給水電磁弁３４及
び給水循環ノズル３７は、水道栓Ｗから処理槽２１に水を導入する水導入部Ｓｗを構成す
る。
【００２０】
　循環口４０は、処理槽２１の底面に設けられ、流入管路４１と連通する。循環口４０に
は、金網等によって構成された汚物を捕集するためのフィルタが取り付けられる。
【００２１】
　流入管路４１は、２つに分岐し、送液管路３８及びチャネル管路４２と接続される。
【００２２】
　チャネル管路４２は、コネクタ４３、漏水検知用コネクタ４４と接続される。チャネル
管路４２は、さらに、テラスノズル４５を接続してもよい。チャネル管路４２には、送液
又は送気を行うチャネルポンプ４６、チャネルブロック４７、電磁弁４８が設けられる。
チャネル管路４２には、電磁弁４９が設けられてもよい。
【００２３】
　チャネル管路４２は、リリーフ弁５１を有するケース用管路５２にも接続される。ケー
ス用管路５２は、槽底ノズル５３を介し、付属品ケース５４と接続される。
【００２４】
　内視鏡リプロセッサ１は、循環口４０によって処理槽２１の液体を取り込み、給水循環
ノズル３７、コネクタ４３、テラスノズル４５及び槽底ノズル５３から液体を吐出し、液
体を循環させる。
【００２５】
　洗剤ノズル６１は、洗剤管路６２を介し、洗剤を貯留した洗剤タンク６３と接続される
。洗剤管路６２には、洗剤ポンプ６４が設けられる。洗剤ノズル６１は、洗剤タンク６３
の洗剤を処理槽２１に吐出する。
【００２６】
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　すなわち、洗剤ノズル６１、洗剤管路６２及び洗剤ポンプ６４は、洗剤タンク６３から
処理槽２１に洗剤を導入する洗剤導入部Ｓｄを構成する。
【００２７】
　アルコールタンク６５は、アルコール管路６６を介し、チャネルブロック４７と接続さ
れる。アルコールタンク６５には、アルコールが貯留される。アルコール管路６６には、
アルコールポンプ６７及び電磁弁６８が設けられる。
【００２８】
　送気ポンプ７１は、送気管路７２を介し、チャネルブロック４７と接続される。送気管
路７２には、逆止弁７３及びエアフィルタ７４が設けられる。送気ポンプ７１は、外部か
ら空気を取り込み、チャネルブロック４７に送気する。
【００２９】
　排液口８１は、処理槽２１の底面に設けられる。排液口８１は、排液口８１を開閉する
排液弁８１ａを介し、消毒液タンク８２及び外部排液手段Ｅｄと接続される。排液口８１
は、排液ポンプ８３によって排液管路８４を介して外部排液手段Ｅｄに処理槽２１の液体
を排出する。また、排液口８１は、消毒液を回収できるように、排液弁８１ｂ及び管路８
５を介して消毒液タンク８２に処理槽２１の消毒液を排出する。
【００３０】
　消毒液タンク８２には、管路８５を介して回収した消毒液の他、導入管路８６を介し、
ボトル８７から消毒液が導入される。消毒液タンク８２の消毒液は、加温部８８によって
加温される。
【００３１】
　消毒液ノズル８９は、供給管路９０を介して消毒液タンク８２と接続される。供給管路
９０には、消毒液フィルタ９１と消毒液ポンプ９２が設けられる。消毒液ノズル８９は、
消毒液ポンプ９２の駆動によって消毒液タンク８２の消毒液を処理槽２１に吐出する。
【００３２】
　すなわち、消毒液ノズル８９、供給管路９０及び消毒液ポンプ９２は、消毒液タンク８
２から処理槽２１に消毒液を導入する消毒液導入部Ｓａを構成する。
【００３３】
　また、水導入部Ｓｗ、洗剤導入部Ｓｄ及び消毒液導入部Ｓａの全て又は一部は、処理槽
２１に液体導入を行う液体導入部Ｓを構成する。
【００３４】
　超音波振動部９３、ヒータ９４及び温度検知センサ９５は、処理槽２１の底面に設けら
れる。
【００３５】
　制御部９６は、内視鏡リプロセッサ１内の各部を制御する。制御部９６は、ＣＰＵ９７
及び記憶部９８を有する。
【００３６】
　ＣＰＵ９７は、記憶部９８に記憶された各種の処理を実行可能である。制御部９６の機
能は、ＣＰＵ９７が記憶部９８からプログラムを読み込み、実行することによって実現さ
れる。
【００３７】
　記憶部９８には、液体導入部Ｓに液体導入の指示を行い、液体センサ１４１の検知結果
に応じ、液体導入部Ｓに液体導入の停止の指示を行うためのプログラムが記憶される。
【００３８】
　電源９９は、内視鏡リプロセッサ１の各部に外部から取り込んだ電力を供給する。
【００３９】
　（液体検知機構１００の構成）
　続いて、液体検知機構１００の構成を説明する。
【００４０】
　図２は、本発明の第１実施形態に係わる、内視鏡リプロセッサ１の液体検知機構１００
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の構成の一例を説明するための説明図である。図３は、本発明の第１実施形態に係わる、
内視鏡リプロセッサ１の押さえ板１３１の構成及び液体センサ１４１の配置の一例を示す
上面図である。図４は、本発明の第１実施形態に係わる、内視鏡リプロセッサ１の液体セ
ンサ１４１の構成の一例を説明するための説明図である。
【００４１】
　液体検知機構１００は、トップカバー１２に設けられる。液体検知機構１００は、支持
柱１１１と、移動部である圧縮バネ１２１と、押さえ板１３１と、液体センサ１４１と、
信号線１５１を有する。
【００４２】
　支持柱１１１は、特に限定されないが樹脂等を材質として構成される。支持柱１１１は
、トップカバー１２の前部及び後部において、トップカバー１２を閉じた際に内視鏡Ｅに
当たらないように、トップカバー１２の所定位置に配置される。支持柱１１１は、トップ
カバー１２から処理槽２１の底面へ向けて延設され、柱状に形成される。支持柱１１１は
、掛け具１１２を有する。
【００４３】
　掛け具１１２は、支持柱１１１の処理槽２１の底面側の端部に設けられ、外周側方向に
突出した部位に押さえ板１３１を掛けることができるように、外向フランジ状に形成され
る。
【００４４】
　支持柱１１１は、掛け具１１２に掛けられた押さえ板１３１を脱落しないように支持す
る。
【００４５】
　圧縮バネ１２１は、特に限定されないが金属等を材質として構成される。圧縮バネ１２
１は、一端がトップカバー１２に接続され、他端が押さえ板１３１に接続され、支持柱１
１１に外挿される。圧縮バネ１２１は、処理槽２１の底面へ向けて押さえ板１３１を付勢
する。すなわち、移動部は、トップカバー１２と押さえ板１３１とに接続された圧縮バネ
１２１である。
【００４６】
　押さえ板１３１は、特に限定されないが金属の織網等によって構成され、板状に形成さ
れる。図３の例では、押さえ板１３１は、四角形板状に形成される。押さえ板１３１は、
処理槽２１内に配置された内視鏡Ｅの少なくとも一部を覆う。押さえ板１３１は、挿通孔
１３２と当止め部１３３を有する。
【００４７】
　挿通孔１３２は、支持柱１１１よりも大きく、かつ掛け具１１２よりも小さく形成され
る。挿通孔１３２には、進退可能に支持柱１１１が挿通され、周縁が掛け具１１２に掛け
られる。
【００４８】
　当止め部１３３は、圧縮バネ１２１を当止めして横ずれを抑えることができるように、
圧縮バネ１２１の外方において、押さえ板１３１からトップカバー１２に向かう方向へ突
出するように形成される。
【００４９】
　液体センサ１４１は、押さえ板１３１に設けられ、押さえ板１３１の水深を検知する。
図３の例では、液体センサ１４１は、押さえ板１３１の周縁に設けられる。より具体的に
は、押さえ板１３１において、第１センサである液体センサ１４１ａが左前部、第２セン
サである液体センサ１４１ｂが後部、第３センサである液体センサ１４１ｃが右前部に設
けられる。すなわち、液体センサ１４１は、押さえ板１３１に配置された第１液体センサ
と、第１液体センサから所定距離離れて押さえ板１３１に配置された第２液体センサと、
を含む。
【００５０】
　以下、液体センサ１４１ａ、１４１ｂ、１４１ｃの全て、又は、一部を示すとき、液体
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センサ１４１という。
【００５１】
　図４に示すように、液体センサ１４１は、例えば、フロート式センサによって構成され
る。液体センサ１４１は、制御部９６と接続され、液体を検知すると、制御部９６に制御
信号を出力する。液体センサ１４１は、有頭筒状に形成され、内部にステム１４２、リー
ドスイッチ１４３、フロート１４４及び磁石１４５を有する。液体センサ１４１は、液体
を取り込むことができるように、図示しない開口によって外部と連通する。
【００５２】
　ステム１４２は、液体センサ１４１の下部から立ち上がるように設けられ、棒状に形成
される。
【００５３】
　リードスイッチ１４３は、ステム１４２に設けられる。リードスイッチ１４３は、磁石
１４５が近接するとオフ状態からオン状態に切り替わり、制御信号を出力する。
【００５４】
　フロート１４４は、液体に浮くように構成され、ステム１４２に進退自在に外挿される
。
【００５５】
　磁石１４５は、フロート１４４に設けられる。
【００５６】
　図２に戻り、信号線１５１は、消毒液及び洗浄液によって腐食しないように、消毒液及
び洗浄液に耐性を有する部材によって被覆され、内側に金属の心線を有する。信号線１５
１は、装置本体１１と接続され、トップカバー１２に沿って配線され、トップカバー１２
から押さえ板１３１に延設され、押さえ板１３１に沿って配線され、液体センサ１４１と
接続される。信号線１５１は、トップカバー１２と押さえ板１３１の間に、伸縮自在なカ
ールコードを設けても構わない。信号線１５１は、液体センサ１４１と制御部９６を電気
的に接続する。
【００５７】
　すなわち、押さえ板１３１は、水深方向に進退可能となるよう処理槽２１内に配置され
、処理槽２１に配置された内視鏡Ｅの少なくとも一部を覆う。移動部は、押さえ板１３１
が内視鏡Ｅを処理槽２１の底面へ向けて押すように、押さえ板１３１を処理槽２１の底面
へ向けて移動させる。制御部９６は、液体導入部Ｓに液体導入の指示を行い、液体センサ
１４１の検知結果に応じ、液体導入部Ｓに液体導入の停止の指示を行う。
【００５８】
　（液体検知機構１００の動作）
　液体検知機構１００の動作について、説明をする。
【００５９】
　図５は、本発明の第１実施形態に係わる、内視鏡リプロセッサ１の処理槽２１に内視鏡
Ｅを配置した状態を説明するための説明図である。図６は、本発明の第１実施形態に係わ
る、内視鏡リプロセッサ１の処理槽２１に液体を貯留した状態を説明するための説明図で
ある。
【００６０】
　図５に示すように、ユーザーは、トップカバー１２を開き、図示しない保持網に巻き回
して処理槽２１に内視鏡Ｅを配置し、トップカバー１２を閉じる。図５は、処理槽２１に
２つの内視鏡Ｅを配置した例であるが、処理槽２１に配置する内視鏡Ｅは１つであっても
、３つ以上であっても構わない。
【００６１】
　トップカバー１２が閉じると、押さえ板１３１は、内視鏡Ｅに当たり、圧縮バネ１２１
の付勢力に抗してトップカバー１２に向かう方向へ移動する。図５に示すように、押さえ
板１３１は、傾斜状態になっても構わない。
【００６２】
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　制御部９６は、消毒工程の処理を開始する。制御部９６は、制御信号を出力して消毒液
ポンプ９２を駆動し、消毒液タンク８２に貯留した消毒液を消毒液ノズル８９から処理槽
２１に導入する。
【００６３】
　液体センサ１４１が液体に入ると、フロート１４４は、液体によって上昇する。フロー
ト１４４の上昇によって磁石１４５がリードスイッチ１４３に近接すると、リードスイッ
チ１４３は、磁力によってオン状態になり、信号線１５１を介して制御部９６に制御信号
を出力する。図６に示すように、液体センサ１４１の全てが液体に入ると、制御部９６は
、制御信号を出力して消毒液ポンプ９２の駆動を停止し、消毒液の導入を停止する。
【００６４】
　制御部９６は、制御信号を出力して送液ポンプ３９及びチャネルポンプ４６を駆動し、
循環口４０によって処理槽２１の液体を取り込み、給水循環ノズル３７、コネクタ４３、
テラスノズル４５及び槽底ノズル５３から液体を吐出し、液体を循環させ、内視鏡Ｅの消
毒を行う。
【００６５】
　消毒が終了した後、制御部９６は、制御信号を出力し、排液弁８１ｂから消毒液タンク
８２に消毒液を回収する。
【００６６】
　また、洗浄工程では、制御部９６は、制御信号を出力して洗剤ポンプ６４を駆動し、洗
剤タンク６３に貯留した洗剤を洗剤ノズル６１から処理槽２１に導入する。液体センサ１
４１の全てから制御信号が入力されると、制御部９６は、制御信号を出力して洗剤ポンプ
６４の駆動を停止し、洗剤の導入を停止する。
【００６７】
　また、すすぎ工程では、制御部９６は、制御信号を出力し、三方電磁弁３３によって給
水循環ノズル３７と給水管路３２を連通させ、給水電磁弁３４を開状態にし、給水循環ノ
ズル３７から水道栓Ｗの水を処理槽２１に導入する。液体センサ１４１の全てから制御信
号が入力されると、制御部９６は、制御信号を出力し、給水電磁弁３４を閉状態にし、水
の導入を停止する。
【００６８】
　これにより、内視鏡リプロセッサ１では、内視鏡Ｅの大きさに応じて液体センサ１４１
の位置が定まり、液体センサ１４１の全てが液体を検知すると、液体の導入を停止する。
【００６９】
　また、押さえ板１３１は、圧縮バネ１２１によって処理槽２１の底面方向へ付勢され、
内視鏡Ｅに押し当たり、再生処理の液流又は振動による液体からの内視鏡Ｅの飛び出しを
防ぐ。
【００７０】
　したがって、内視鏡リプロセッサ１では、内視鏡Ｅの大きさに応じた量の液体を処理槽
２１に貯留することができる。
【００７１】
　実施形態によれば、内視鏡リプロセッサ１は、処理槽２１における液体の貯留量を抑え
、処理槽２１に液体を導入する時間を短縮できる。
【００７２】
　（第２実施形態）
　第１実施形態では、移動部は、支持柱１１１に外挿されるが、移動部は、液体センサ２
４１に外挿されても構わない。
【００７３】
　図７は、本発明の第２実施形態に係わる、内視鏡リプロセッサ１の液体検知機構２００
の構成の一例を示すブロック図である。本実施形態では、他の実施形態及び変形例と同じ
構成については、説明を省略する。
【００７４】
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　移動部である圧縮バネ２２１は、液体センサ２４１に外挿される。
【００７５】
　液体センサ２４１は、トップカバー１２を閉じた際に内視鏡Ｅに当たらないように、ト
ップカバー１２の所定位置に配置される。液体センサ２４１は、押さえ板１３１の水深を
検知する。図７に示すように、トップカバー１２において、第１液体センサである液体セ
ンサ２４１ａが左前部、第２液体センサである液体センサ２４１ｂが後部、第３液体セン
サである液体センサ２４１ｃが右前部に設けられる。液体センサ２４１は、ステム２４２
、リードスイッチ２４３、フロート２４４、磁石２４５を有する。
【００７６】
　以下、液体センサ２４１ａ、２４１ｂ、２４１ｃの全て、又は、一部を示すとき、液体
センサ２４１という。
【００７７】
　ステム２４２は、圧縮バネ２２１に内挿され、トップカバー１２から処理槽２１の底面
へ向けて延設される。ステム２４２は、押さえ板１３１の所定位置に、推進方向に進退可
能となるように内挿される。
【００７８】
　リードスイッチ２４３は、ステム１４２の長さ方向に複数設けられる。リードスイッチ
２４３の各々は、磁石２４５の磁力によってオン状態になると、制御信号を出力する。
【００７９】
　フロート２４４は、液体に浮くように構成され、ステム２４２に進退自在に外挿され、
トップカバー１２と押さえ板１３１の間、かつ圧縮バネ２２１の内側に配置される。
【００８０】
　磁石２４５は、フロート２４４に設けられる。
【００８１】
　信号線２５１は、トップカバー１２に沿って配線される。信号線２５１は、液体センサ
２４１と制御部９６を電気的に接続する。
【００８２】
　トップカバー１２が閉じると、押さえ板１３１は、内視鏡Ｅに当たり、圧縮バネ２２１
の付勢力に抗してトップカバー１２方向へ移動する。押さえ板１３１に押され、フロート
２４４も移動する。フロート２４４に近接したリードスイッチ２４３が磁石２４５の磁力
によってオン状態になり、リードスイッチ２４３は、制御部９６に制御信号を出力する。
制御部９６は、制御信号によって押さえ板１３１の高さ位置を検知する。
【００８３】
　制御部９６は、消毒工程の処理を開始する。制御部９６は、制御信号を出力して消毒液
ポンプ９２を駆動し、消毒液タンク８２に貯留した消毒液を消毒液ノズル８９から処理槽
２１に導入する。
【００８４】
　液体センサ２４１が液体に入ると、フロート２４４は、液体によって上昇する。フロー
ト２４４の移動によって近接したリードスイッチ２４３は、磁力によってオン状態になり
、制御部９６に制御信号を出力する。制御部９６は、制御信号によって水位を検知する。
制御部９６は、所定の演算により、水位から押さえ板１３１の高さ位置を減算し、押さえ
板１３１の水深を算出する。全ての液体センサ２４１の検知結果によって算出された押さ
え板１３１の水深が、所定の水深を超えたと判定すると、制御部９６は、制御信号を出力
して消毒液ポンプ９２の駆動を停止し、消毒液の導入を停止する。
【００８５】
　洗浄工程及びすすぎ工程においても、押さえ板１３１の水深が所定の水深を超えたと判
定すると、制御部９６は、制御信号を洗剤又はすすぎ液の導入を停止する。
【００８６】
　これにより、内視鏡リプロセッサ１では、処理槽２１に配置された内視鏡Ｅの大きさに
応じ、内視鏡Ｅが所定の水深を超えたと判定したとき、液体の導入を停止する。
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【００８７】
　実施形態によれば、内視鏡リプロセッサ１は、処理槽２１における液体の貯留量を抑え
、処理槽２１に液体を導入する時間を短縮できる。
【００８８】
　（第２実施形態の変形例）
　第１実施形態及び第２実施形態では、移動部が圧縮バネ１２１によって構成されたが、
圧縮バネ１２１でなくても構わない。移動部は、例えば、おもりＷｔであっても構わない
。
【００８９】
　図８は、本発明の第１実施形態の変形例に係わる、内視鏡リプロセッサ１の液体検知機
構３００の構成の一例を示すブロック図である。本変形例では、他の実施形態及び変形例
と同じ構成については、説明を省略する。
【００９０】
　液体検知機構３００は、おもりＷｔを有する。
【００９１】
　おもりＷｔは、押さえ板１３１に設けられる。おもりＷｔは、押さえ板１３１が液体に
沈むように、所定の重さを有する。
【００９２】
　すなわち、移動部は、押さえ板１３１に設けられたおもりＷｔである。
【００９３】
　これにより、液体検知機構２００は、より簡素に構成することができる。
【００９４】
　なお、第１実施形態では、支持柱１１１が２つ設けられるが、２つに限定されない。支
持柱１１１は、１つ、又は３つ以上であっても構わない。
【００９５】
　なお、第１実施形態では、掛け具１１２は、外向フランジ状に形成されるが、外向フラ
ンジ状に限定されない。掛け具１１２は、押さえ板１３１を掛けることができればよく、
例えば、支持柱１１１に直交する方向に延在する棒状に形成されても構わない。
【００９６】
　なお、実施形態及び変形例では、移動部は、圧縮バネ１２１又はおもりＷｔであるが、
これに限定されない。移動部は、例えば、ラック及びピニオンによって動力を伝達し、押
さえ板１３１を処理槽２１の底面へ向けて移動させるモータであっても構わない。
【００９７】
　なお、第１実施形態及び第２実施形態では、移動部は、圧縮バネ１２１によって構成さ
れるが、他の弾性部材であっても構わない。
【００９８】
　なお、実施形態及び変形例では、押さえ板１３１は、金属の織網であるが、金属の織網
に限定されない。押さえ板１３１は、金属の織網に限定されず、例えば、打抜網、非金属
網、樹脂網又は合成繊維網等であっても構わない。
【００９９】
　なお、実施形態及び変形例では、押さえ板１３１は、外形状が四角形状であるが、外形
状は、四角形状に限定されない。押さえ板１３１は、例えば、円形状、他の多角形状、又
は、処理槽２１の内周に沿った形状であっても構わない。
【０１００】
　実施形態及び変形例では、液体センサ１４１、２４１は、３つ設けられるが、３つに限
定されない。液体センサ２４１は、１つ、２つ又は４つ以上であっても構わない。
【０１０１】
　なお、実施形態及び変形例では、液体センサ１４１、２４１は、フロート式センサによ
って構成されるが、電極式センサによって構成されても構わない。
【０１０２】



(11) JP 2019-42393 A 2019.3.22

10

20

30

40

50

　なお、実施形態及び変形例では、移動部である圧縮バネ１２１、２２１又は押さえ板１
３１とは別体のおもりＷｔによって押さえ板１３１が移動するが、おもりＷｔと押さえ板
１３１とが一体化していてもよい。言い換えると、押さえ板１３１の重さによって押さえ
板１３１が移動しても構わない。その場合、押さえ板１３１は、移動部を構成し、液体に
沈むように、所定の重さを有する。
【０１０３】
　本発明は、上述した実施の形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を変えない範
囲において、種々の変更、改変等が可能である。
【符号の説明】
【０１０４】
１　　 内視鏡リプロセッサ
１１　 装置本体
１２　 トップカバー
２１　 処理槽
３１　 給水ホース接続口
３２　 給水管路
３３　 三方電磁弁
３４　 給水電磁弁
３５　 逆止弁
３６　 給水フィルタ
３７　 給水循環ノズル
３８　 送液管路
３９　 送液ポンプ
４０　 循環口
４１　 流入管路
４２　 チャネル管路
４３　 コネクタ
４４　 漏水検知用コネクタ
４５　 テラスノズル
４６　 チャネルポンプ
４７　 チャネルブロック
４８　 電磁弁
４９　 電磁弁
５１　 リリーフ弁
５２　 ケース用管路
５３　 槽底ノズル
５４　 付属品ケース
６１　 洗剤ノズル
６２　 洗剤管路
６３　 洗剤タンク
６４　 洗剤ポンプ
６５　 アルコールタンク
６６　 アルコール管路
６７　 アルコールポンプ
６８　 電磁弁
７１　 送気ポンプ
７２　 送気管路
７３　 逆止弁
７４　 エアフィルタ
８１　 排液口
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８１ａ 排液弁
８１ｂ 排液弁
８２　 消毒液タンク
８３　 排液ポンプ
８４　 排液管路
８５　 管路
８６　 導入管路
８７　 ボトル
８８　 加温部
８９　 消毒液ノズル
９０　 供給管路
９１　 消毒液フィルタ
９２　 消毒液ポンプ
９３　 超音波振動部
９４　 ヒータ
９５　 温度検知センサ
９６　 制御部
９７　 ＣＰＵ
９８　 記憶部
９９　 電源
１００ 液体検知機構
１１１ 支持柱
１１２ 掛け具
１２１ 圧縮バネ
１３１ 押さえ板
１３２ 挿通孔
１３３ 当止め部
１４１ 液体センサ
１４１ａ　　　液体センサ
１４１ｂ　　　液体センサ
１４１ｃ　　　液体センサ
１４２ ステム
１４３ リードスイッチ
１４４ フロート
１４５ 磁石
１５１ 信号線
２００ 液体検知機構
２２１ 圧縮バネ
２４１ 液体センサ
２４１ａ　　　液体センサ
２４１ｂ　　　液体センサ
２４１ｃ　　　液体センサ
２４２ ステム
２４３ リードスイッチ
２４４ フロート
２４５ 磁石
２５１ 信号線
３００ 液体検知機構
Ｅ　　 内視鏡
Ｅｄ　 外部排液手段
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Ｓ　　 液体導入部
Ｓａ　 消毒液導入部
Ｓｄ　 洗剤導入部
Ｓｗ　 水導入部
Ｔｓ　 給水チューブ
Ｗ　　 水道栓
Ｗｔ　 おもり

【図１】 【図２】
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